
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



例 言 

 

１ 本書は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号、以下「法」という。）第 129 条の２

に基づいて作成する伊東市宇佐美地区に所在する国指定史跡江戸城石垣石丁場跡の保存

活用計画書（以下「本計画」という。）である。 

 

２ 本計画は、伊東市江戸城石垣石丁場跡保存活用委員会設置条例（平成 31 年伊東市条例

第８号、以下「条例」という。）に基づき設置された「伊東市江戸城石垣石丁場跡保存活

用委員会」（以下「委員会」という。）において審議した内容を踏まえて、伊東市教育委

員会生涯学習課がこれを取りまとめた。また、この間には法第 129 条の７第１項及び第

２項による文化庁文化財第二課及び静岡県スポーツ・文化観光部文化局文化財課の指導・

助言を受けた。 

 

３ 本計画の策定にかかる事務は、伊東市教育委員会生涯学習課が行い、計画書の編集作

業や史跡指定地内の植生調査等の関連業務を株式会社フジヤマに委託し、令和元年度か

ら令和２年度にかけて文化庁の「史跡等保存活用計画策定事業費国庫補助金」の交付を

受け事業を実施した。 

 

４ 本計画は、令和３年（2021）４月１日から令和 13 年（2031）３月 31 日までの 10 年間

を計画期間とする。 
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